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再犯防止推進白書の刊行に当たって

強く、豊かな日本は、誰もが安全に、かつ、安心して暮らせる社会あってこそのものです。刑法犯
検挙者数の約半数が再犯者という状況を踏まえると、犯罪や非行を繰り返させない再犯防止は、安全・
安心な社会、豊かな社会を支える確かな土台であるといえます。

実業家の金原明善、川村矯一郎を中心とした慈善篤志家の有志が、明治時代に、現在の更生保護施
設の先駆けとなる静岡県出獄人保護会社を設立した頃から、時代が大きく変わり、再犯防止を取り巻
く状況も変化しましたが、再犯防止はそうした変化にも適応してきました。令和７年６月には、個々
の受刑者の特性に応じたきめ細かな処遇の実現により、効果的な改善更生と円滑な社会復帰を図るこ
とを目的として、懲役及び禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が導入されました。同年 12 月には、
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 82 号）が成立・
公布され、持続可能な保護司制度の確立に向け、「保護司の担い手確保・活動環境の改善・安全確保」
を中心として、更生保護制度の一層の充実が図られています。

他方、地域社会において官民が連携して再犯防止を推進する体制は、時代が変わっても揺らぐこと
のない、我が国が世界に誇るべきものです。今日まで再犯防止を支えてきたのは、刑事司法関係機関
の現場はもとより、保護司をはじめとする更生保護ボランティア等の民間協力者、地域社会で犯罪を
した者等の受け皿としての役割を果たしてきた事業者等のたゆまぬ努力にほかなりません。改めて敬
意を表します。

そして、未来に向けて、再犯防止の輪の更なる拡大が望まれます。
民間協力者の役割は、従来、犯罪をした者等への直接的な支援が中心でしたが、第二次再犯防止推

進計画が掲げる「地域の民間協力者の開拓及び一層の連携等」の取組の中で、政府として民間協力者
の積極的な開拓に努めていることもあり、近年は、広報・啓発活動等の間接的な支援にも裾野が広がっ
ています。本白書では、「広がりを見せる再犯防止分野の新たなステークホルダー」と題した特集記
事を掲載しています。再犯防止分野に新たに参画いただいている企業・団体の先駆的な取組を紹介し、
それぞれの強みを生かした活動が、どのように再犯防止を支えているのかをお伝えしています。本白
書を手にしていただいている皆様にも、それぞれのお立場において、再犯防止を支える「ステークホ
ルダー」として御理解・御協力を賜れますと幸いです。

このように、再犯防止の取組は時代の変化に合わせて進化し、しかし、その価値は普遍的であり、
時代を通じ、多くの方々の支援に支えられていることに変わりありません。

結びに、本白書が国民の皆様の再犯防止への御理解を深めていただく一助となるとともに、本白書
を契機として、犯罪や非行をした人の立ち直りに向けた支援の輪が一層広がっていくことを願ってい
ます。これからも、皆様とともに、新たな被害者を生まない安全・安心な社会を実現するため、全力
を尽くしてまいります。

法務大臣



○表紙の絵画作品について

筑紫少女苑「無題」

この作品は、筑紫少女苑の在院者（当時）が描いたものです。
春になると、筑紫少女苑の敷地にはたくさんの桜が咲き誇ります。
在院者の中には、自分の思いや考えを言葉で伝えることが苦手な人もいますが、

豊かな自然環境や美術作品の創作活動等を通じて、情操を育み、自己表現ができる
ように働きかけています。

※令和７年度版再犯防止推進白書の表紙及び中扉には、少年院在院者等の絵画作品
等を掲載しています。

各ページ下部の について
“幸福（しあわせ）の黄色い羽根” というシンボルマークです。
犯罪のない幸福で明るい社会を願うとの意味が込められています。
更生保護のシンボルマークであるひまわりの黄色と、刑期を終え出所した男性を

あたたかく迎える夫婦愛を描いた映画「幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ」（1977
年（昭和 52 年）、山田洋次監督）から着想を得て、“社会を明るくする運動” への 
賛同を示す身近な協力のしるしとして、2008 年（平成 20 年）に生まれました。
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凡例
① �本白書は、原則として、令和７年３月 31 日までの各省庁等の再犯防止施策に関する実績や統計資料に基づ

いて記載している。
② 年（年度）の表記は、原則として、和暦を使用している。
③ �「年」とあるものは暦年（１月から 12 月まで）を、「年度」とあるものは会計年度（４月から翌年３月まで）

を指している。
④ �令和元年の実績や統計資料には、平成 31 年１月１日から同年４月 30 日までの取組や数値を、令和元年度

の実績や統計資料には、平成 31 年４月１日から同月 30 日までの取組や数値をそれぞれ含む。




